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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　予め定めた範囲内で視野を移動可能な観察部と、
　操作部位による移動操作に従い前記観察部を回動させて前記視野を移動させる視野切換
機構と、
　前記操作部位の外部から導光された照明光を、前記範囲内を含む所定の方向に向けて照
射口から照射する照明部と、
　前記照射口に前記照明光を導光する光導入面と、該光導入面と対向して配置され前記光
導入面に対して前記照明光を出射する光導出面とを備え、前記操作部位による移動操作に
従い前記光導入面に対し前記光導出面が移動し、前記照射口のうち一部に対して前記照明
光を選択的に導光する、前記操作部位の内部に設けられた照明光切換機構と、
　前記操作部位による移動操作により、前記視野切換機構が前記観察部を前記視野の範囲
に移動させる動作に同期させて、前記照明光切換機構が前記照明光を前記視野の範囲内を
含む方向に向けて出射する光導入面に選択的に出射する動作を行わせる機構を含む、前記
操作部位の内部に設けられた同期手段と、
を備えたことを特徴とする医療機器。
【請求項２】
　前記視野切換機構は、前記操作部位を回動させる移動操作に従い前記観察部を回動させ
て前記視野を移動させ、
　前記照明光切換機構は、前記操作部位を回動させる移動操作に従い前記照射口のうち一
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部に対して前記照明光を選択的に導光し、
　前記同期手段は、前記操作部位を回動させることにより、前記視野切換機構が前記観察
部を前記視野の範囲に移動させる動作に同期させて、前記照明光切換機構が前記照明光を
光導入面に選択的に出射させる動作を行うよう切換えることを特徴とする請求項１に記載
の医療機器。
【請求項３】
　予め定めた範囲内で視野を移動可能な観察部と、
　外部から導光された照明光を前記範囲内にある視野に向けて照射口から照射する照明部
と、
操作部位による移動操作に従い前記観察部を回動させて前記視野を移動させる視野切換機
構と、
　前記照射口に照明光を導光する光導入面及び、該光導入面よりも小面積であり、前記操
作部位と一体的で前記光導入面と対向状態で移動可能に配置され、前記外部から導光され
た照明光を出射する光導出面を有する照明光切換機構と、を具備し、
　前記操作部位による前記観察部の前記視野を移動させる操作の際に、該操作と同期して
前記光導出面が前記光導入面との対向位置を移動して、移動した前記視野に照準する照射
口の一部から照明光を照射することを特徴とする医療機器。
【請求項４】
　前記観察部は、内視鏡の挿入部の先端に設けられ、
　前記視野切換機構と照明光切換機構は、前記挿入部の基端側に設けられた前記操作部位
内の前記同期手段を介して前記移動操作により同期して動作するよう一体的に設けられ、
且つ前記照明光切換機構は、前記照明光の導光路上に配置されることを特徴とする請求項
１に記載の医療機器。
【請求項５】
　前記視野切換機構は、
　前記操作部位と、
　回動可能に支持された前記観察部を所望する角度範囲内で揺動する揺動部と、
　前記揺動部に連結する長軸部材に設けられ、該揺動部を一軸方向に押し引きする係合ピ
ン及び、前記係合ピンを嵌入し、一軸方向に対して斜め方向に延伸するガイド孔と、前記
ガイド孔を前記一軸方向に対して直交する方向に回動させる、前記操作部位と一体的に固
定されるカム部材と、
で構成され、
　前記操作部位を回転させた際に、前記カム部材により前記ガイド孔が回転され、前記係
合ピンが前記ガイド孔内を前記一軸方向に往復移動させることにより前記揺動部を揺動さ
せて、前記観察部を所望する角度になるように回動させることを特徴とする請求項１又は
３に記載の医療機器。
【請求項６】
　前記照明光切換機構は、
　前記操作部位と一体的に連結し、前記光導出面が設けられたライトガイド出射口金と、
　前記ライトガイド出射口金と隣接し前記操作部位に対して固定して設けられ、前記光導
出面と対向させて前記光導入面が設けられたライトガイド入射口金と、
で構成され、
　前記操作部の操作により、前記光導入面が固定位置にある前記光導出面に対して対向位
置を変えることにより、移動した前記視野に照準する照射口の一部から照明光を照射する
ことを特徴とする請求項１又は３に記載の医療機器。
【請求項７】
　予め定めた範囲内で視野を移動可能な観察部と、
　操作部位による移動操作に従い前記観察部を回動させて前記視野を移動させる視野切換
機構と、
　前記操作部位の外部から導光された照明光を、前記範囲内を含む所定の方向に向けて照
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射口から照射する照明部と、
　前記照射口に照明光を導光する光導入面と、該光導入面と全面で対向して配置され前記
光導入面に前記照明光を出射する光導出面とを備え、前記光導入面と前記光導出面との間
に介在して前記操作部位による移動操作により駆動し、前記光導出面から出射される照明
光を部分的に透過するシャッタ部を有する、前記操作部位の内部に設けられた照明光切換
機構と、
　前記操作部位による移動操作により、前記視野切換機構が前記観察部を前記視野の範囲
に移動させる動作に同期させて、前記照明光切換機構が前記照明光を前記視野の範囲内を
含む方向に向けて出射する照射口のみに照明光が導光するように前記シャッタ部が照明光
を部分的に透過するよう切換える機構を含む、前記操作部位の内部に設けられた同期手段
と、
を備えたことを特徴とする医療機器。
【請求項８】
　前記観察部は、撮像素子を含み映像信号を生成する撮像ユニットと、観察対象の光像を
結像する対物レンズ及び前記光像を撮像ユニットに導光する導光部による光学系と、を有
し、
　前記撮像ユニットと前記光学系とが機械的に分離して構成され、前記視野切換機構によ
り前記光学系のみが回動され、前記光学系で結像された光像を前記撮像ユニットに導光す
ることを特徴とする請求項１、３又は７のいずれか１項に記載の医療機器。
【請求項９】
　前記視野切換機構は、前記観察部にギヤ部を形成し、移動するラック部に歯合する回転
機構であることを特徴とする請求項１、３又は７のいずれか１項に記載の医療機器。
【請求項１０】
　前記光導入面が複数の導光領域に分割して設けられ、
　前記シャッタ部は、前記光導入面の複数の導光領域に対して、前記光導出面からの照明
光をそれぞれ選択的に遮光することを特徴とする請求項７に記載の医療機器。　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、視野の移動に応じて照明し、観察対象箇所の画像情報を取得する医療機器に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療機器である内視鏡本体の先端部には、観察対象を撮像した動画像を画像情報として
取得する撮像装置と、その撮像のために観察対象を照明する照明部が設けられている。撮
像装置は、これまで撮像する視野の移動がなく固定焦点の撮像光学系を採用していたため
、視野は、固定であった。一般的な照明部は、先端部に照射窓を設けて、外部の光源から
ライトガイドファイバにより照明光を導光し、この視野を僅かに超える範囲を照射し、均
一で所望する照度となるように照明している。
【０００３】
　また、硬性鏡等においては、硬質な挿入部であり、先端に設けられた撮像装置（対物レ
ンズ）は、挿入部と一体的であるため、観察したい箇所を視野に入れる場合には、挿入部
を移動しなければならなかった。
【０００４】
　これに対して、挿入部を移動せずに、視野を移動する技術として、例えば、特許文献１
には、イメージガイドの先に回動可能な視野変換片、要はミラーを回動可能に設けて、そ
の視野変換片をワイヤに繋ぎ、ワイヤの押し引きにより視野を任意に観察する視野変換式
内視鏡が提案されている。他には、イメージガイドを軟質チューブに装嵌し、その先端を
ワイヤに繋ぎ、さらに照明変換片を設けて、ワイヤの押し引きにより視野を照明しながら
任意に観察することができる概念的な構成も提案されている。尚、照明変換片の実体的な
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記載はなく、照明をどのようにして発生させるかについては記述されていない。
【０００５】
　前記特許文献１は、思想的な形態を提案するものであり、ＣＣＤ等の固体撮像素子を撮
像装置として用いた内視鏡に適用すると、照明部を伴って撮像装置を可動させる可動機構
は、複雑な構成となる上、先端部を小型化することは容易ではない。
【０００６】
　従って、撮像装置を可動する機構であっても、照明光を照射するための照射窓は、先端
部に固定され、可動する撮像装置の全視野範囲をカバーするように照明することが構成的
に容易である。既に、提案されている撮像装置を可動する内視鏡においても、固定された
照明窓から撮像装置の可動範囲における全視野をカバーするように常時、照明されている
。
【０００７】
　しかしながら、照明する範囲は、本来であれば実質的な視野のみを照明することで十分
であり、照明に費やすエネルギーを無駄に消費している。また、過度の照明光の光量は、
内視鏡先端部分の温度上昇も招くため、その対策も必要となり、実質的な視野以外を照明
する光量は減少させることがより好ましい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開昭５２－７１８８８号公報
【発明の概要】
【０００９】
　本発明に従う実施形態は、視野を移動する撮像装置を搭載して、その視野範囲を選択的
に照明する照明装置を備え、照明に費やすエネルギーの消費を抑制し、且つ挿入部の小型
化を実現する医療機器である。
【００１０】
　本発明の１つの実施形態の医療機器は、予め定めた範囲内で視野を移動可能な観察部と
、操作部位による移動操作に従い前記観察部を回動させて前記視野を移動させる視野切換
機構と、前記操作部位の外部から導光された照明光を、前記範囲内を含む所定の方向に向
けて照射口から照射する照明部と、前記照射口に前記照明光を導光する光導入面と、該光
導入面と対向して配置され前記光導入面に対して前記照明光を出射する光導出面とを備え
、前記操作部位による移動操作に従い前記光導入面に対し前記光導出面が移動し、前記照
射口のうち一部に対して前記照明光を選択的に導光する、前記操作部位の内部に設けられ
た照明光切換機構と、前記操作部位による移動操作により、前記視野切換機構が前記観察
部を前記視野の範囲に移動させる動作に同期させて、前記照明光切換機構が前記照明光を
前記視野の範囲内を含む方向に向けて出射する光導入面に選択的に出射する動作を行わせ
る機構を含む、前記操作部位の内部に設けられた同期手段と、を具備する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１Ａ】図１Ａは、本発明の医療機器に係る実施形態として、内視鏡装置の外観構成を
示す図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、内視鏡装置の操作部９の外観構成を示す図である。
【図２】図２は、内視鏡装置本体の挿入部の先端機構の外観構成を示す斜視図である。
【図３】図３は、第１の実施形態に係る視野切換機構の断面構成を示す図である。
【図４Ａ】図４Ａは、視野が０°方向を向く撮像部の状態を示す図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、撮像部とラック部との位置関係を示す図である。
【図４Ｃ】図４Ｃは、視野が０°方向を向くときの照明光を照射する照明口の領域を示す
図である。
【図５Ａ】図５Ａは、視野が４５°方向を向く撮像部の状態を示す図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、視野が４５°方向を向くときの照明光を照射する照明口の領域を示
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す図である。
【図６Ａ】図６Ａは、視野が９０°方向を向く撮像部の状態を示す図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、撮像部とラック部との位置関係を示す図である。
【図６Ｃ】図６Ｃは、視野が９０°方向を向くときの照明光を照射する照明口の領域を示
す図である。
【図７】図７は、図３のＡ-Ａ側から見た挿入部側の照明光切換機構の断面構成を示す図
である。
【図８Ａ】図８Ａは、図３のＢ-Ｂ側から見たユニバーサルケーブル側の照明光切換機構
の断面構成を示す図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、Ｂ-Ｂ側から見た照明光切換機構を斜め方向から見た概観構成図で
ある。
【図９】図９は、グリップ先端部内部に設けられた光導入面の構成例を示す図である。
【図１０Ａ】図１０Ａは、撮像部の視野が０°方向における光導出面の位置を示す図であ
る。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、光導出面の位置に対応するガイド孔内のカムピンの位置を示す
図である。
【図１１Ａ】図１１Ａは、撮像部の視野が４５°方向における光導出面の位置を示す図で
ある。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、光導出面の位置に対応するガイド孔内のカムピンの位置を示す
図である。
【図１２Ａ】図１２Ａは、撮像部の視野が９０°方向における光導出面の位置を示す図で
ある。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、光導出面の位置に対応するガイド孔内のカムピンの位置を示す
図である。
【図１３Ａ】図１３Ａは、第２の実施形態に係る硬性内視鏡の挿入部の先端部に設けられ
た照明光切換機構の構成例を概念的に示す図である。
【図１３Ｂ】図１３Ｂは、挿入部側の光導入面を示す図である。
【図１３Ｃ】図１３Ｃは、液晶シャッタを有する光導出面を示す図である。
【図１４】図１４は、第３の実施形態に係る硬性内視鏡の挿入部の先端部に設けられた照
明光切換機構の外観構成に示す図である。
【図１５Ａ】図１５Ａは、挿入部側の光導入面を示す図である。
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、機械的シャッタ板を有する光導出面を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。　
　［第１の実施形態］
　図１Ａは、本発明の医療機器に係る実施形態として、内視鏡装置の外観構成を示す図で
ある。図１Ｂは、内視鏡装置の操作部９の外観構成を示す図である。
【００１３】
図２は、内視鏡装置本体の挿入部の先端機構の外観構成を示す斜視図である。
【００１４】
　本実施形態は、硬性内視鏡における硬性な挿入部に設けられた先端部の構成を一例とし
て説明する。本実施形態の照明部は、観察する全視野（又は撮像する全視野）をカバーす
る照明光の照射範囲を有し、観察部（又は、撮像部）の回動に同期して、移動する現在の
視野に照準する部分照射領域に対して照明光を照射する。以下に説明する各実施形態及び
変形例においては、観察部は、画像データ（映像信号）を取得する撮像素子を含む撮像部
として説明するが、画像の取得が必要なく、目視のみでよい場合には、レンズ光学系のみ
による観察部であってもよい。尚、観察部は、撮像部を含むものとし、観察部又は撮像部
における目視可能範囲又は撮像可能範囲を、共に視野と称する。
【００１５】
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　内視鏡装置１は、体腔内に挿入される挿入部２と、挿入部２の先端に設けられた先端機
構部３と、挿入部２の基端側に設けられ、後述する撮像部の回動による視野の変更視野切
換機構１０及び照明光の選択切換を行う照明光切換機構（変更視野切換機構に一部含まれ
る）を含む操作部９と、照明光を伝搬する導光路であるライトガイドファイバ（又は、光
ファイバケーブル）１５と信号ケーブルを含むユニバーサルケーブル１００と、図示しな
いカメラに接続するためのカメラプラグ１０２と、ユニバーサルケーブル１００からカメ
ラプラグ１０２に光学的に分岐するためのライトガイドコネクタ１０１と、図示しない可
変可能な所定長の波長帯域の光を生成する光源装置及びシステムコントローラ（ＣＣＵ等
を含む）に接続するためのライトガイドアダプタ１０３とで構成される。また、操作部９
には、撮影等に用いられる３つの遠隔操作スイッチ２０（２０ａ，２０ｂ，２０ｃ）が設
けられている。照明部は、光源装置と、ライトガイドファイバ１５と、照射口６（又は、
ライトガイド出射端）とで構成される。
【００１６】
　先端機構部３は、挿入部２の先端側であり、図２に示すように、回動により視野を移動
する撮像部５と、撮像部５の周囲に設けられ、移動範囲の全視野をカバーすることができ
る照明光を照射する照明部の照射口６とが設けられている。また、図２に示す先端機構部
３の先端表面には、撮像部５や対物レンズ４が配置された内部が水密となるように、図示
しない透明カバーレンズが照射口６の内側に沿って設けられている。勿論、その透明カバ
ーレンズは、照射口上を含めて覆うように設けられてもよい。撮像部５は、後述するラッ
クアンドピニオン機構（ラック部７，ギヤ（ピニオン）部８）により回動されて、対物レ
ンズ４も一体的に回動する。
【００１７】
　ここで、先端機構部３に設けられた撮像部５の回動について説明する。 
　図４Ａは、外部カバーが外された視野切換機構１０における視野が０°方向を向く撮像
部の状態を示す図、図４Ｂは、撮像部とラック部との位置関係を示す図である。
【００１８】
　図４Ｂに示すように、撮像部５は、筐体が例えば、ドラム形状を成し、横倒しになった
状態で、回動可能に軸支されて、枠３ａ内に収容されている。筐体のドラム側面には対物
レンズ４が配置され、内部には、撮像ユニット（図示せず）が収容されている。撮像ユニ
ットは、対物レンズ４により集光及び合焦された光像を受光して映像信号を生成する固体
撮像素子（ＣＣＤ等）及び映像信号の画像処理を行い、画像情報（画像データ）を生成し
、ＣＣＵ（カメラコントロールユニット）に送出する。
【００１９】
　撮像部５の筐体の下面には、ギヤ部８が設けられている。また、このギヤ部８に歯合す
るギヤが形成されたラック部７が移動可能に設けられている。このラック部７は、操作部
９内に設けられた後述する視野切換機構１０によって前後移動する。この前後移動に伴い
、歯合する撮像部５は回動され、対物レンズ４も一体的に、図４Ｂに示す例えば、０°（
水平方向：挿入部２が進行する軸方向）から、後述する図６Ｂに示す少なくとも９０°ま
で回動する。尚、照明光が届く範囲内であれば、０°～９０°に限定されるものではない
。
【００２０】
　また、本実施形態では、撮像ユニットが撮像部５内に搭載され、その撮像部５を回動す
る構成であったが、これに限定されるものではない。他にも、撮像素子を含み映像信号を
生成する撮像ユニットと、観察対象の光像を結像する光学系と、を分離し、光学系のみを
回動させる構成であってもよい。つまり、回動する部分を対物レンズと、結像された光束
（光像）を屈曲して撮像ユニットに導光する導光部、例えばプリズム等と、により構成さ
れる光学系であってもよい。
【００２１】
　また、本実施形態では、ラック部７及びギヤ部８を組み合わせた回転機構であるが、こ
れに限定されるものではなく、例えば、プーリとワイヤとの組み合わせにより、撮像部５
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を回動可能に支持する支持軸にプーリを取り付け、同様にモータの軸にプーリを取り付け
て、ワイヤを張り、ワイヤ牽引により撮像部を回動させる構成であってもよい。この時、
支持軸に嵌め込まれたプーリには、回転したプーリが任意に定めた基準位置に戻れるよう
に、付勢力を有する部材、例えばゼンマイバネを取り付けてもよい。
【００２２】
　照射口６には、裏面側から図示しないライトガイドファイバの端面（光照射面）が配置
されている。照射口６へのファイバー端面の配置は、ここでは、均一な分布になるように
配置されている。しかしながら、ファイバー端面の配置は、均一な分布の配置に限定され
るものではなく、水平方向（０°）に照射する光量が多くなるようにファイバー端面を密
にし、上方向へ照射する光量が少なくなるようにファイバー端面を粗に配置することもで
き、適宜、設計に応じて、照射する光量の割合を変更することが可能である。尚、ファイ
バー端面の配置を粗・密以外に代える場合には、均一な密度で照射口６の幅を変更するこ
とでも実現することができる。
【００２３】
　次に、視野切換機構１０について説明する。　
　図３は、第１の実施形態に係る視野切換機構の断面構成を示す図である。　
　視野切換機構１０は、操作部９内に設けられている。視野切換機構１０は、撮像部５を
回動させることで対物レンズ４を回動させて、視野の方向を変更する機構と、照射口６に
おける照明光の照射領域（部分照射領域６ａ，６ｂ，６ｃ）を現在の視野により選択切換
する機構とが一体的に構成されている。
【００２４】
　図３に示すように、操作部９のグリップ１１と挿入部２が連結されている。具体的には
、信号ケーブル等を収納するグリップ１１の固定パイプ１１ａ上に、挿入部２側の操作半
パイプ１８が前後移動可能に嵌装されている。操作半パイプ１８は、直接的に、又はワイ
ヤ等を介して前述したラック部７の端部に連結している。
【００２５】
　視野を移動させる視野切換機構は、主として、グリップ１１と、操作部位である回転リ
ング１２と、カム１３（ライトガイド出射口金）と、カムピン１４と、
移動リング１６と、操作半パイプ１８と、ラック部７と、ギヤ部８とで構成される。この
構成において、グリップ１１内の中央部分に信号ケーブル等が配線され、先端機構部３ま
で貫通する固定パイプ１１ａが設けられ、その端部は、図８Ｂに示すように、半分に切り
欠かれて、段差が設けられて、半周に渡って、固定パイプ１１ａが露出している。
【００２６】
　その固定パイプ１１ａの切り欠き部分には、操作半パイプ１８が対向して合致するよう
に嵌装されている。操作半パイプ１８は、半円が切り欠き部分に当接することで回転が制
限され、前後に移動可能となる。
【００２７】
　カム１３の内部には、図８Ａに示すように、光源から光束を導くライトガイドファイバ
（導光路）１５が円弧状に配設され、ファイバー端面による平坦な光導出面１５ａを形成
している。カム１３は、回転リング１２とネジ止めにより固定され、回転リング１２を回
転させると、グリップ上を一体的に回転する。また、図３に示すように、操作半パイプ１
８には、パイプ外面に半円筒部材１７が固定される。半円筒部材１７には、移動リング１
６がネジ止めにより固定されている。
【００２８】
　また、移動リング１６とカム１３は、移動リング１６が前後方向に移動し、カム１３が
回転方向に移動するため、僅かな隙間を有し、互いに滑り動く構成にある。カム１３の内
周面に対して接触する移動リング１６及びグリップ１１の半外周面は、接触摩擦が小さく
なるように、材料として例えば、硬質な樹脂部材を用いてもよいし、又は表面処理加工し
た金属部材を用いてもよいし、ベアリング等を利用してもよい。
【００２９】
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　カムピン１４は、移動リング１６とはネジ止めにより固定され、カムピン１４のヘッド
部分は、図１１Ｂに示すようなカム１３の斜め方向に形成されたガイド孔１９に摺動可能
に嵌装されている。尚、図３に示すカムピン１４のヘッド部分は、ガイド孔１９の壁面と
は、間隔が空くように示されているが、これは、図１１Ｂに示すように、斜め溝を水平方
向Ｃに切った断面であるため生じたものであり、実際には、摺動に必要な隙間のみが設け
られている。
【００３０】
　この構成において、カムピン１４が固定されている移動リング１６は、半円筒部材１７
を介して、操作半パイプ１８に固定されている。操作半パイプ１８は、前述したように、
固定パイプ１１ａの切り欠き部分に当接しているため、回転方向と直交する回転軸方向即
ち、前後方向にのみに移動可能である。即ち、カムピン１４は、斜めに延伸するガイド孔
１９の縦方向（前後方向）のみに移動することができる。
【００３１】
　従って、回転リング１２を回動させると、一体的にカム１３が回動する。カム１３の斜
めのガイド孔１９も回動し、嵌装されているカムピン１４がガイド孔１９の回動方向の力
により、前後方向に押し引きされる。よって、カムピン１４の前後動作により、操作半パ
イプ１８がラック部７を前後に移動させて、撮像部５を回動させる。尚、回転リング１２
における回動の範囲は、図７に示す光導入面１５ｂ内を光導出面１５ａが移動する範囲（
角度）内である。
【００３２】
　図４乃至図６を参照して、撮像部５における視野の変更について説明する。　
　ここで、図４Ｃは、視野が０°方向を向くときの照明光を照射する照明口の部分照射領
域（ハッチング部分）を示す図である。図５Ａは、前記視野切換機構１０における視野が
４５°方向を向く撮像部の状態を示す図、図５Ｂは、視野が４５°方向を向くときの照明
光を照射する照明口の部分照射領域（ハッチング部分）を示す図である。図６Ａは、前記
視野切換機構１０における視野が９０°方向を向く撮像部の状態を示す図、図６Ｂは、撮
像部とラック部との位置関係を示す図、図６Ｃは、視野が９０°方向を向くときの照明光
を照射する照明口の部分照射領域（ハッチング部分）を示す図である。尚、本実施形態で
は、部分照明領域（例えば、６ａ、６ｂ、６ｃ）から照射される照明光の照射範囲は、視
野範囲以上で近似な範囲であり、少なくとも視野内を同じ照度で均一に照明する範囲とす
る。
【００３３】
　図４Ａに示すように、対物レンズの光軸が挿入方向ｓと同軸である場合に、視野（例え
ば、視野範囲の中心）が０°としている。この時、図４Ｃに示すように、照明口６の部分
照射領域６ａから０°方向を向く視野範囲に照明光が照射される。図４Ｂ示すように、ラ
ック部７は、最も退避した状態で撮像部５のピニオン部８と歯合している。術者が前述し
たように回転リング１２を回すことによって、操作半パイプ１８が前進するため、ラック
部７も前進する。図５Ａに示すように、ラック部７の前進により、歯合する撮像部５が回
動し、視野が４５°に移動する。この時、図５（５）に示すように、照明口６の部分照射
領域６ｂから４５°方向を向く視野範囲に照明光が照射される。
【００３４】
　さらに、ラック部７の前進により、図６Ａに示すように、撮像部５が回動し、対物レン
ズ４の光軸が挿入方向ｓに対して９０°になる。即ち、視野が９０°に移動する。この時
、図６Ｃに示すように、照明口６の部分照射領域６ｃから９０°方向を向く視野範囲に照
明光が照射される。
【００３５】
　従って、撮像部５の回動により、対物レンズ４の光軸が０°から９０°までリニアに変
化して、視野においても０°から９０°までリニアに移動させると共に、その移動する視
野範囲をカバーするように照明光が一体的に移動する。尚、図４Ａ乃至図６Ｃに示した０
°、４５°及び９０°の方向は、これらの方向に限定されるものではなく、０°から９０
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°までの代表例として示しているものである。本実施形態では、ラックアンドピニオンに
よる駆動機構により、撮像部を回動させたが、これに限定されるものではなく、例えば、
ワイヤとプールによる駆動機構であってもよいし、極小モータ等を用いた構成であっても
よい。
【００３６】
　次に、移動した視野により部分照明領域を選択切換する照明光切換機構について説明す
る。　
　図７Ａは、図３のＡ-Ａ側から見た挿入部側の照明光切換機構の断面構成を示す図、図
８Ａは、図３のＢ-Ｂ側から見たユニバーサルケーブル側の照明光切換機構の断面構成を
示す図、図８Ｂは、Ｂ-Ｂ側から見た照明光切換機構を斜め方向から見た概観構成図であ
る。
【００３７】
　本実施形態の照明光切換機構は、図３に示すように、主として、グリップ１１と、回転
リング１２と、カム１３と、グリップ先端部２１と、で構成される。照明光切換機構は、
前述した視野切換機構と一体的に挿入部２の基端側に設けられ、本実施形態においては、
その基端部に設けられた操作部９の中に共に収容されている。
【００３８】
　図８Ａに示す回転リング１２（光導出面１５ａ）側の照明光切換機構において、カム１
３内部には、１／４円周の長さを有する円弧形状で、ファイバー端面による平坦な光導出
面１５ａが設けられている。また、中央部分には、固定パイプ１１ａを支持するグリップ
１１と、前後移動可能に嵌装される操作半パイプ１８と、が配置されている。
【００３９】
　また、図３に示すように、挿入部（光導入面１５ｂ）側の照明光切換機構（ライトガイ
ド入射口金）において、操作部９の先端には、回転リング１２と接するように、グリップ
先端部２１がネジにより螺着されている。図７に示すライトガイド入射口金においては、
グリップ先端部２１の内側には、カム１３の光導出面１５ａから光束を受け取るライトガ
イドファイバ１５が半円状に配設され、ファイバー端面による平坦な光導入面１５ｂが設
けられている。また、中央部分には、固定パイプ１１ａを支持するグリップ１１と、前後
移動可能に嵌装される操作半パイプ１８と、が配置されている。
【００４０】
　このように照明光切換機構は、図示しない光源から導入された照明光の光束を円弧形状
に照射する光導出面１５ａと、照射口６に光を導光する半円形状の光導入面１５ｂとが移
動可能に対向して配置される。本実施形態の構成においては、グリップ先端部２１の光導
入面１５ｂが操作部９に固定され、カム１３の光導出面１５ａが回転リング１２の回転に
従って、光導入面１５ｂと対向した状態で回転移動する。このとき、外部への光の漏れは
ないものとする。
【００４１】
　この例では、光導入面１５ｂは、１／４円周長の弧を有する光導出面１５ａよりも長い
半円の円弧であり、光導出面１５ａより出射された全光束は、光導入面１５ｂの一部の領
域に入射して照射口６まで導かれ、全照射口６のうちの一部の領域（６ａ，６ｂ，６ｃ）
から照明光が照射される。尚、光導出面１５ａと光導入面１５ｂとの面積比は、設計時に
適宜設定される。
【００４２】
　図９乃至図１２を参照して、照明光切換機構における視野の切換動作と照明領域の移動
について説明する。　
　本実施形態の照明光切換機構は、操作部９において、前述した視野切換機構と一体的に
構成されているため、操作部（回転リング１２）４による視野切換機構の視野の切換動作
と同期して、その視野のみを照明するように照準して照明領域を移動する。
【００４３】
　図９は、グリップ先端部２１内部に設けられた光導入面１５ｂの構成例を示す図である
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。図１０Ａは、撮像部の視野が０°方向におけるカム１３内部に設けられた光導出面１５
ａの位置を示す図、図１０Ｂは、光導出面１５ａの位置に対応するガイド孔１９内のカム
ピン１４の位置を示す図である。図１１Ａは、撮像部の視野が４５°方向におけるカム１
３内部に設けられた光導出面１５ａの位置を示す図、図１１Ｂは、光導出面１５ａの位置
に対応するガイド孔１９内のカムピン１４の位置を示す図である。図１２Ａは、撮像部の
視野が９０°方向におけるカム１３内部に設けられた光導出面１５ａの位置を示す図、図
１２Ｂは、光導出面１５ａの位置に対応するガイド孔１９内のカムピン１４の位置を示す
図である。
【００４４】
　撮像部５の対物レンズ４の光軸が挿入方向ｓと同軸である場合には、図１０Ａに示すよ
うに、光導出面１５ａは、可動範囲の左端（０°方向時）に存在する。また、カムピン１
４は、斜めに傾いたガイド孔１９の最も後端側に存在する。これらの位置において、光源
から導光された光束は、図９に示す光導入面１５ｂの部分照明領域６ａに入射する。図４
Ｃ、図５Ｂ、図６Ｃに示すように、照明光は、部分照射領域６ａの中心が０°方向から９
０°方向までの視野範囲をカバーする範囲になるように照射口６の領域の一部から照射さ
れる。
【００４５】
　術者が回転リング１２を回転させると、例えば、図１１Ａに示すように、光導出面１５
ａは、可動範囲の中央（４５°方向時）に存在する。また、カムピン１４は、ガイド孔１
９の中央に存在する。これらの位置において、光源から導光された光束は、図９に示す光
導入面１５ｂの部分照明領域６ｂに入射する。図５Ｂに示すように、照明光は、部分照射
領域６ｂの中心が４５°方向で視野範囲をカバーする範囲になるように照射窓から照射さ
れる。
【００４６】
　さらに、術者が回転リング１２を回転させると、例えば、図１２Ａに示すように、光導
出面１５ａは、可動範囲の右端（９０°方向時）に存在する。またカムピン１４は、斜め
に傾いたガイド孔１９の最も先端側に存在する。これらの位置において、光源から導光さ
れた光束は、図９に示す光導入面１５ｂの部分照明領域６ｃに入射する。図６Ｃに示すよ
うに、照明光は、部分照射領域６ｃの中心が９０°方向で視野範囲をカバーする範囲にな
るように照射窓から照射される。
【００４７】
　尚、本実施形態では、光導出面１５ａは、円盤形のカム１３における１／４円周の長さ
の円弧を例としているが。これに限定されるものではなく、その円弧長の大きさは適宜変
更することができる。この円弧長の大きさは、照明光が照射される照射窓の面積に比例す
る。
【００４８】
　以上説明したように、本実施形態の照明光切換機構は、一体的に構成される視野切換機
構による撮像部の回動と同期して、視野に合致する部分照明領域を移動する照明光切換機
構を提供する。つまり、照明部は、全視野をカバーする照明光の照射範囲を有し、撮像部
の回動に同期して、その照射範囲内を移動し、現在の視野に合致するように部分照射領域
に照明光を照射することができる。
【００４９】
　従って、本実施形態によれば、視野範囲の内の現在の視野のみを照明することにより、
照明に費やすエネルギーの無駄をなくして、過度な照明光の光量を抑制し、内視鏡先端部
分の温度上昇も抑制することができ、且つ挿入部の小型化を実現する。
【００５０】
　（第１の実施形態の第１の変形例）　
　第１の実施形態の変形例について説明する。　
　前述した第１の実施形態では、カムを回転させることで、光導入面１５ｂの照明領域を
選択していたが、本変形例は、操作部９内で光導出面１５ａと光導入面１５ｂの間に、回
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動可能なプリズム及びミラー等の光偏向部材や反射部材を組み合わせて配置する構成であ
る。撮像部５の視野の角度に基づき、光偏向部材により、予め光導入面１５ｂの照明領域
に対応して配置されたミラーを選択して照明光を導光する。　
　本変形例によれば、第１の実施形態と同等な作用効果を得ることができる。
【００５１】
　（第１の実施形態の第２の変形例）　
　第１の実施形態の変形例について説明する。　
　前述した第１の変形例では、プリズム及びミラー等の光偏向部材や反射部材を組み合わ
せた構成であったが、本変形例は、バーコードリーダ等に搭載される走査駆動型ミラー（
走査ミラー）を用いる。この走査ミラーは、ミラー裏面で軸支され、ミラーと反対側で支
持される磁石等に近接して電磁石を配置し所定タイミングで極性を反転させることで、走
査ミラーを振り子状に移動させる。光導出面１５ａと光導入面１５ｂとをある角度を持た
せて配置し、その間に走査ミラーを設けて、光導出面１５ａから出射された照明光（光束
）を反射して光導入面１５ｂに入射させる構成とする。そして、照明光に点滅光を用いて
、点灯のタイミングと走査ミラーの走査タイミングを合わせることにより、光導入面１５
ｂの任意の一領域に入射することができる。　
　本変形例によれば、第１の実施形態と同等な作用効果を得ることができる。
【００５２】
　［第２の実施形態］
　次に、図１３Ａ乃至図１３Ｃを参照して、第２の実施形態に係る照明光切換機構につい
て説明する。　
　本実施形態の視野切換機構は、液晶シャッタを用いて、光源から導光された光束を分割
的に遮光して、照射窓から現在の撮像部における撮像する視野を照明する照明光のみを照
射させる構成である。
【００５３】
　図１３Ａは、硬性内視鏡の挿入部の先端部に設けられた照明光切換機構の構成例を概念
的に示す図、図１３Ｂは、挿入部側の光導入面を示す図、図１３Ｃは、液晶シャッタを有
する光導出面を示す図である。尚、撮像部を回動し視野を移動させる視野切換機構は、前
述した第１の実施形態と同等であり、同じ参照符号を用いて、ここでの説明は省略する。
【００５４】
　本実施形態の照明光切換機構は、ライトガイドファイバ１５が接続され、複数の照明窓
３４（３４ａ乃至３４ｆ）に導光する照明光を選択的に透過（又は、遮光）する液晶シャ
ッタを有する液晶シャッタ部３１と、液晶シャッタ部３１と接合され、それぞれの照明窓
３４に照明光を導光する分割ライトガイドファイバ部３２と、で構成される。この照明光
切換機構は、操作部９内に設けてもよいし、熱的に問題が発生しなければ、内視鏡の先端
部分に設けることも可能である。
【００５５】
　分割ライトガイドファイバ部３２から照明窓３４ａ乃至３４ｆまでは、それぞれライト
ガイドファイバ３３ａ乃至３３ｆにより照明光が導光される。尚、前述した第１の実施形
態における照明窓は、１つの窓で全視野をカバーする照明光の照射範囲を有していたが、
本実施形態では、それぞれに分割された照明窓の構成例である。勿論、本実施形態の照明
窓と第１の実施形態の照明窓とを互いに入れ替えて適用することも容易である。
【００５６】
　図１３Ｂにおいて、先端側の光導入面１５ｂは、ライトガイドファイバ３３ａ乃至３３
ｆに対応づけて、部分光導入面３５ａ乃至３５ｆに分割されて設けられている。図１３Ｃ
において、操作部９側の光導出面１５ａには、例えば、４つに区分された液晶シャッタ面
３６ａ乃至３６ｄが設けられている。これらの光導入面１５ｂと光導出面１５ａとは、光
が漏れ出ないように対向して接合される。
【００５７】
　撮像部５を回転させる回転リング１２にセンサを設けて、撮像部５の視野の角度（対物
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レンズ４の光軸角度）を求めて、図示しない液晶シャッタ駆動機構にその角度情報（セン
サ信号）を出力する。
【００５８】
　このように構成された照明光切換機構は、例えば、撮像部５が０°方向を視野としてい
る場合には、照明光が液晶シャッタ面３６ａ，３６ｂを透過し、それ以外の照明光は液晶
シャッタ面３６ｃ，３６ｄにより遮光される。同様に、撮像部５が４５°方向を視野とし
ている場合には、照明光が液晶シャッタ面３６ｂ，３６ｃを透過し、それ以外の照明光は
液晶シャッタ面３６ａ，３６ｄにより遮光される。さらに、撮像部５が９０°方向を視野
としている場合には、照明光が液晶シャッタ面３６ｃ，３６ｄを透過し、それ以外の照明
光は液晶シャッタ面３６ａ，３６ｂにより遮光される。
【００５９】
　以上説明したように、本実施形態によれば、前述した第１の実施形態と同様に、視野範
囲の内の現在の視野のみを照明することにより、過度な照明光の光量を抑制し、内視鏡先
端部分の温度上昇も抑制することができ、且つ挿入部の小型化を実現する。また、機械的
な構成部位がないため、低コストにより実現することができ、電気的に駆動制御できるた
め、操作が容易になる。
【００６０】
　［第３の実施形態］
　次に、図１４及び図１５を参照して、第３の実施形態に係る照明光切換機構について説
明する。本実施形態の視野切換機構は、切り欠き窓を用いて、光源から導光された光束を
分割的に透過して、照射窓から現在の撮像部の視野を照明する照明光のみを照射させる構
成である。
【００６１】
　図１４は、硬性内視鏡の挿入部の先端部に設けられた照明光切換機構の外観構成に示す
図、図１５Ａは、挿入部側の光導入面を示す図、図１５Ｂは、機械的シャッタ板を有する
光導出面を示す図である。尚、撮像部を回動し視野を移動させる視野切換機構は、前述し
た第１の実施形態と同等であり、同じ参照符号を用いて、ここでの説明は省略する。
【００６２】
　本実施形態の視野切換機構は、液晶シャッタに代わって機械的シャッタを用いた構成例
である。光源から導光された光束を部分的に透過させて、照射窓から現在の撮像部の視野
を照明する照明光のみを照射させる構成である。
【００６３】
　図１４に示すように、複数の照明窓４１（４１ａ乃至４１ｄ）に導光する照明光を選択
的に透過（又は、遮光）する切り欠き部４４を有するシャッタ板４２と、シャッタ板４２
と近接配置され、それぞれの照明窓４１に図示しない分割ライトガイドファイバにより照
明光を導光する。シャッタ板４２は、中心が回転可能に軸支され、図示しない駆動部によ
りいずれの回転方向にも回転することができる。
【００６４】
　本実施形態においても、前述した第１の実施形態と同様に、撮像部５の視野の角度、即
ち、対物レンズ４の光軸の角度に基づき、シャッタ板４２を回転させて、照明光の照射領
域に対応する光導入面の領域に切り欠き部４４を合わせることで、照明光を透過して、照
明窓４１から観察対象に照射する。　
　本実施形態においては、１／４円周長の切り欠き部４４を形成したシャッタ板４２を用
いて、先端側の半円の光導入面１５ｂに照明光を透過させる例である。
【００６５】
　図１５Ａに示すように、例えば、撮像部５が０°方向を視野としている場合には、シャ
ッタ板４２の切り欠き部４４が左端４４ａに位置させて、照明光を透過し、それ以外の照
明光はシャッタ板４２により遮光され、図１４に示す照明窓４１ａ，４１ｂのみから照明
光が照射される。同様に、撮像部５が４５°方向を視野としている場合には、切り欠き部
４４を中央４４ｂに位置させて、照明光を透過し、照明窓４１ｂ，４１ｃのみから照明光
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４を右端４４ｃに位置させて、照明光を透過し、照明窓４１ｃ，４１ｄのみから照明光が
照射される。
【００６６】
　以上説明したように、本実施形態によれば、前述した第１の実施形態と同様に、撮像す
る視野範囲の内の現在の視野のみを照明することにより、過度な照明光の光量を抑制し、
内視鏡先端部分の温度上昇も抑制することができ、且つ挿入部の小型化を実現する。　
　尚、以上の実施形態では、硬性内視鏡に設けられた先端部について説明したが、軟性内
視鏡における挿入部に設けられた先端部に対しても同様に適用することができ、同等の作
用効果を得ることができる。
【００６７】
　また、前述した実施形態においては、０°から９０°の範囲を視野が移動する例につい
て説明したが、勿論、この角度は、限定されるものではなく、実施形態の主たる目的は、
視野が移動する全視野範囲をカバーする照明口の領域を有し、且つ現在の視野と一体的に
移動するように照明口の部分照明領域を切り換えていくシステムを提供するものであり、
視野が０°－９０°をいずれの方向（０°以下、９０°以上）に超えるものであれは、照
明光の移動についても同等に超える角度を有している。
【００６８】
　本発明の実施形態によれば、視野を移動する撮像装置を搭載して、その視野範囲を選択
的に照明する照明装置を備え、照明に費やすエネルギーの消費を抑制し、且つ挿入部の小
型化を実現する医療機器を提供することができる。
【符号の説明】
【００６９】
　１…内視鏡装置、２…挿入部、３…先端機構部、４…操作部、５…撮像部、６…照射口
、６ａ，６ｂ，６ｃ…部分照射領域、７…ラック部、８…ギヤ（ピニオン）部、９…操作
部、１０…視野切換機構、１１…グリップ、１１ａ…固定パイプ、１２…回転リング、１
３…カム（ライトガイド出射口金）、１４…カムピン、１５…ライトガイドファイバ、１
５ａ…光導出面、１５ｂ…光導入面、１６…移動リング、１７…半円筒部材、１８…操作
半パイプ、１９…ガイド孔、２１…グリップ先端部、１００…ユニバーサルケーブル、１
０１…コネクタ部。



(14) JP 5399587 B2 2014.1.29

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】

【図３】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】



(15) JP 5399587 B2 2014.1.29

【図４Ｃ】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】 【図６Ｃ】

【図７】



(16) JP 5399587 B2 2014.1.29

【図８Ａ】

【図８Ｂ】

【図９】

【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】 【図１１Ａ】



(17) JP 5399587 B2 2014.1.29

【図１１Ｂ】 【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】

【図１３Ａ】

【図１３Ｂ】

【図１３Ｃ】



(18) JP 5399587 B2 2014.1.29

【図１４】

【図１５Ａ】

【図１５Ｂ】



(19) JP 5399587 B2 2014.1.29

10

20

30

40

フロントページの続き

(74)代理人  100119976
            弁理士　幸長　保次郎
(74)代理人  100153051
            弁理士　河野　直樹
(74)代理人  100140176
            弁理士　砂川　克
(74)代理人  100158805
            弁理士　井関　守三
(74)代理人  100172580
            弁理士　赤穂　隆雄
(74)代理人  100179062
            弁理士　井上　正
(74)代理人  100124394
            弁理士　佐藤　立志
(74)代理人  100112807
            弁理士　岡田　貴志
(74)代理人  100111073
            弁理士　堀内　美保子
(74)代理人  100134290
            弁理士　竹内　将訓
(72)発明者  安久井　伸章
            日本国東京都渋谷区幡ヶ谷２丁目４３番２号　オリンパスメディカルシステムズ株式会社内
(72)発明者  竹腰　聡
            日本国東京都渋谷区幡ヶ谷２丁目４３番２号　オリンパスメディカルシステムズ株式会社内

    審査官  渡▲辺▼　純也

(56)参考文献  特開２００５－３３４２７５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１６１６３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６２－２８４６２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１４７７７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１０／０１４４２１（ＷＯ，Ａ１）　　
              英国特許出願公開第０１２６２２１４（ＧＢ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　１／００　～　　１／３２　　　　
              Ｇ０２Ｂ　　２３／２４　～　２３／２６　　　
              ＷＰＩ
              　



专利名称(译) 医疗设备

公开(公告)号 JP5399587B2 公开(公告)日 2014-01-29

申请号 JP2013510377 申请日 2012-06-22

[标]申请(专利权)人(译) 奥林巴斯医疗株式会社

申请(专利权)人(译) オリンパスメディカルシステムズ株式会社

当前申请(专利权)人(译) オリンパスメディカルシステムズ株式会社

[标]发明人 安久井伸章
竹腰聡

发明人 安久井 伸章
竹腰 聡

IPC分类号 A61B1/00 A61B1/06 G02B23/24 G02B23/26

CPC分类号 G02B23/24 A61B1/00183 A61B1/0607 A61B1/0623 A61B1/07 G02B23/2423 G02B23/2461

FI分类号 A61B1/00.300.Y A61B1/06.A G02B23/24.B G02B23/26.C G02B23/26.B

代理人(译) 中村诚
河野直树
井上 正
冈田隆

优先权 2011175163 2011-08-10 JP

其他公开文献 JPWO2013021739A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

该医疗器械具有用于移动由观察部分成像的视野的视野切换机构和具有
照明部分的照明光切换机构，该照明部分具有通过移动覆盖整个视野的
照明光的照射范围，与照明光的旋转同步，并且在照明光的照射范围内
移动，以便用照明光照射当前视场。
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